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議案第 １号

柏市職員定数条例の一部を改正する条例の制定について

柏市職員定数条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。

  令和 ６年１１月２９日提出

柏市長   太 田 和 美

提案理由

 市長の権限に属する事務の一部を教育委員会の事務を補助する職

員に補助執行させることに伴い，市長の事務部局の職員並びに教育

委員会の事務部局及び教育機関の職員の定数を改めたいので提案す

る。  
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柏市条例第 号

柏市職員定数条例の一部を改正する条例

 柏市職員定数条例（昭和２９年柏市条例第４号）の一部を次のよ

うに改正する。  

 第２条の表市長の事務部局の職員の項中「１，９８８」を「１，

９７７」に改め，同表教育委員会の事務部局及び教育機関の職員の

項中「２９０」を「３０１」に改める。  

附  則  

この条例は，令和７年４月１日から施行する。
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議案第１号資料

柏市職員定数条例の一部を改正する条例について

柏市職員定数条例（昭和２９年柏市条例第４号）新旧対照表 

改正前 改正後 

(定数) (定数) 

第2条 職員の定数は，次の表に掲げるとおりと

する。 

第2条 職員の定数は，次の表に掲げるとおりと

する。 

区分 定数 

市長の事務部局の職員 1,988人 

上下水道企業の事務部局の職員から農業委員会の事務部

局の職員まで 略 

教育委員会の事務部局及び教育

機関の職員 

290 

消防職員及び合計 略 

区分 定数 

市長の事務部局の職員 1,977人 

上下水道企業の事務部局の職員から農業委員会の事務部

局の職員まで 略 

教育委員会の事務部局及び教育

機関の職員 

301 

消防職員及び合計 略 
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議案第 ２号

柏市手数料条例の一部を改正する条例の制定について

柏市手数料条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。

  令和 ６年１１月２９日提出

柏市長   太 田 和 美

提案理由

 多機能端末機による課税証明書，住民票の写し等の交付に係る手

数料の額を改めるとともに，固定資産課税台帳に記録をされている

事項の複写物の交付に係る手数料の制定等を行いたいので提案する。
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柏市条例第   号

柏市手数料条例の一部を改正する条例

 柏市手数料条例（平成１２年柏市条例第６号）の一部を次のよう

に改正する。  

別表第２項の表４１の項金額の欄中「３００円」の次に「（多機

能端末機（市長の使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続され

た民間事業者等が設置する端末機であって，各種証明書を自動的に

交付する機能を有するものをいう。以下同じ。）により交付を受け

る場合にあっては，１５０円）」を加え，同表４１の３の項対象事

務の欄中「に規定する」を「の規定による」に，「記載されている

事項の証明」を「記録をされている事項についての証明書の交付」

に改め，同項名称の欄中「記載されている事項の」を「記録をされ

ている事項に関する」に改め，同表４２の項を次のように改める。

４２ 固定資産課税

台帳に記録を

されている事

項のうち市長

が別に定める

ものを光ディ

スクに複写し

たものの交付 

固定資産課

税台帳に記

録をされて

いる事項の

複写物の交

付手数料 

１件につき８５０

円（電子情報処理

組織（市の機関の

使用に係る電子計

算機（入出力装置

を含む。以下この

項 に お い て 同

じ。）と複写物の

交付を請求する者

の使用に係る電子

計算機とを電気通

信回線で接続した

電子情報処理組織

をいう。）であっ

て市長が別に定め

るものを使用して

複写物の交付を請 
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求する場合にあっ

ては，６００円） 

 別表第２項の表５５の項金額の欄及び５６の項金額の欄中「３０

０円」の次に「（多機能端末機により交付を受ける場合にあっては，

１５０円）」を加え，同表６９の項金額の欄中「３００円」の次に

「（柏市印鑑条例第１０条第４項の規定により交付を受ける場合に

あっては，１５０円）」を加える。

附  則

 この条例は，令和７年２月１日から施行する。ただし，別表第２

項の表５６の項の改正規定は，同年７月１日から施行する。  
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議
案
第
２
号
資
料

柏
市
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

柏
市
手
数
料
条
例
（
平
成
１
２
年
柏
市
条
例
第
６
号
）
新
旧
対
照
表

 

改
正
前

 
改
正
後

 

別
表

(第
2
条
第

1
項

) 
別
表

(第
2
条
第

1
項

) 

1
 
略

 
1
 
略

 

2
 
そ
の
他
の
手
数
料

 
2
 
そ
の
他
の
手
数
料

 

項
 

対
象
事
務

 
名
称

 
区
分

 
金
額

 

1
か
ら

4
0
の

4
ま
で
 
略

 

4 1
 

地
方
税
法

(昭
和

2
5
年
法

律
第

2
2
6
号

)第
2
0
条
の

1
0
の
規
定
に
よ
る
納
税

証
明
書
の
交
付
そ
の
他

の
租
税
及
び
公
課
に
関

す
る
証
明

 

租
税
及
び
公

課
に
関
す
る

証
明
手
数
料

 

1
通
に
つ
き

3
0
0

円
 

4
1
の

2
 
略

 

4 1 の 3
 

地
方
税
法
第

3
8
2
条
の

3

に
規
定
す
る
固
定
資
産

課
税
台
帳
に
記
載
さ
れ

て
い
る
事
項
の
証
明

 

固
定
資
産
課

税
台
帳
に
記

載
さ
れ
て
い

る
事
項
の
証

明
書
交
付
手

数
料

 

略
 

項
 

対
象
事
務

 
名
称

 
区
分

 
金
額

 

1
か
ら

4
0
の

4
ま
で
 
略

 

4 1
 

地
方
税
法

(昭
和

2
5
年
法

律
第

2
2
6
号

)第
2
0
条
の

1
0
の
規
定
に
よ
る
納
税

証
明
書
の
交
付
そ
の
他

の
租
税
及
び
公
課
に
関

す
る
証
明

 

租
税
及
び
公

課
に
関
す
る

証
明
手
数
料

 

1
通
に
つ
き

3
0
0

円
(多
機
能
端
末

機
(市
長
の
使
用

に
係
る
電
子
計

算
機
と
電
気
通

信
回
線
で
接
続

さ
れ
た
民
間
事

業
者
等
が
設
置

す
る
端
末
機
で

あ
っ
て
，
各
種
証

明
書
を
自
動
的

に
交
付
す
る
機

能
を
有
す
る
も

の
を
い
う
。
以
下

同
じ
。

)に
よ
り

交
付
を
受
け
る

場
合
に
あ
っ
て

は
，

1
5
0
円

) 

4
1
の

2
 
略

 

4 1 の 3
 

地
方
税
法
第

3
8
2
条
の

3

の
規
定
に
よ
る
固
定
資

産
課
税
台
帳
に
記
録
を

さ
れ
て
い
る
事
項
に
つ

い
て
の
証
明
書
の
交
付

 

固
定
資
産
課

税
台
帳
に
記

録
を
さ
れ
て

い
る
事
項
に

関
す
る
証
明

書
交
付
手
数

略
 

9



4 2
 

削
除

 

4
3
か
ら

5
4
ま
で

 
略

 

5 5
 

住
民
基
本
台
帳
法
第

1
2

条
第

1
項
，
第

1
2
条
の

2

第
1
項
若
し
く
は
第

1
2
条

の
3
第

1
項
若
し
く
は
第

2

項
の
規
定
に
よ
る
住
民

票
の
写
し
若
し
く
は
住

民
票
に
記
録
さ
れ
て
い

る
事
項
を
記
載
し
た
書

類
の
交
付
又
は
同
法
第

1
5
条
の

4
第

1
項
か
ら
第

4
 

住
民
票
の
写

し
又
は
除
票

の
写
し
の
交

付
手
数
料

 

1
通
に
つ
き

3
0
0

円
 

料
 

4 2
 

固
定
資
産
課
税
台
帳
に

記
録
を
さ
れ
て
い
る
事

項
の
う
ち
市
長
が
別
に

定
め
る
も
の
を
光
デ
ィ

ス
ク
に
複
写
し
た
も
の

の
交
付

 

固
定
資
産
課

税
台
帳
に
記

録
を
さ
れ
て

い
る
事
項
の

複
写
物
の
交

付
手
数
料

 

1
件
に
つ
き

8
5
0

円
(電
子
情
報
処

理
組
織

(市
の
機

関
の
使
用
に
係

る
電
子
計
算
機

(入
出
力
装
置
を

含
む
。
以
下
こ
の

項
に
お
い
て
同

じ
。

)と
複
写
物

の
交
付
を
請
求

す
る
者
の
使
用

に
係
る
電
子
計

算
機
と
を
電
気

通
信
回
線
で
接

続
し
た
電
子
情

報
処
理
組
織
を

い
う
。

)で
あ
っ

て
市
長
が
別
に

定
め
る
も
の
を

使
用
し
て
複
写

物
の
交
付
を
請

求
す
る
場
合
に

あ
っ
て
は
，

6
0
0

円
) 

4
3
か
ら

5
4
ま
で
 
略

 

5 5
 

住
民
基
本
台
帳
法
第

1
2

条
第

1
項
，
第

1
2
条
の

2

第
1
項
若
し
く
は
第

1
2
条

の
3
第

1
項
若
し
く
は
第

2

項
の
規
定
に
よ
る
住
民

票
の
写
し
若
し
く
は
住

民
票
に
記
録
さ
れ
て
い

る
事
項
を
記
載
し
た
書

類
の
交
付
又
は
同
法
第

1
5
条
の

4
第

1
項
か
ら
第

4
 

住
民
票
の
写

し
又
は
除
票

の
写
し
の
交

付
手
数
料

 

1
通
に
つ
き

3
0
0

円
(多
機
能
端
末

機
に
よ
り
交
付

を
受
け
る
場
合

に
あ
っ
て
は
，

1
5
0
円

) 
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項
ま
で
の
規
定
に
よ
る

除
票
の
写
し
若
し
く
は

除
票
に
記
録
さ
れ
て
い

る
事
項
を
記
載
し
た
書

類
の
交
付

 

5
 

6
 

住
民
基
本
台
帳
法
第

1
2

条
第

1
項
，
第

1
2
条
の

2

第
1
項
若
し
く
は
第

1
2
条

の
3
第

1
項
若
し
く
は
第

2

項
の
規
定
に
よ
る
住
民

票
に
記
載
を
し
た
事
項

に
関
す
る
証
明
書
の
交

付
若
し
く
は
住
民
票
に

記
載
を
し
た
事
項
に
関

す
る
証
明
又
は
同
法
第

1
5
条
の

4
第

1
項
か
ら
第

4

項
ま
で
の
規
定
に
よ
る

除
票
に
記
載
を
し
た
事

項
に
関
す
る
証
明
書
の

交
付
若
し
く
は
除
票
に

記
載
を
し
た
事
項
に
関

す
る
証
明

 

住
民
票
記
載

事
項
又
は
除

票
記
載
事
項

に
関
す
る
証

明
手
数
料

 

1
通
に
つ
き

3
0
0

円
 

5
6
の

2
か
ら

6
8
ま
で
 
略

 

6 9
 

柏
市
印
鑑
条
例
第

1
0
条

第
2
項
か
ら
第

4
項
ま
で

の
規
定
に
よ
る
印
鑑
登

録
証
明
書
の
交
付

 

印
鑑
登
録
証

明
書
交
付
手

数
料

 

1
通
に
つ
き

3
0
0

円
 

7
0
か
ら

7
8
ま
で

 
略

 

項
ま
で
の
規
定
に
よ
る

除
票
の
写
し
若
し
く
は

除
票
に
記
録
さ
れ
て
い

る
事
項
を
記
載
し
た
書

類
の
交
付

 

5
 

6
 

住
民
基
本
台
帳
法
第

1
2

条
第

1
項
，
第

1
2
条
の

2

第
1
項
若
し
く
は
第

1
2
条

の
3
第

1
項
若
し
く
は
第

2

項
の
規
定
に
よ
る
住
民

票
に
記
載
を
し
た
事
項

に
関
す
る
証
明
書
の
交

付
若
し
く
は
住
民
票
に

記
載
を
し
た
事
項
に
関

す
る
証
明
又
は
同
法
第

1
5
条
の

4
第

1
項
か
ら
第

4

項
ま
で
の
規
定
に
よ
る

除
票
に
記
載
を
し
た
事

項
に
関
す
る
証
明
書
の

交
付
若
し
く
は
除
票
に

記
載
を
し
た
事
項
に
関

す
る
証
明

 

住
民
票
記
載

事
項
又
は
除

票
記
載
事
項

に
関
す
る
証

明
手
数
料

 

1
通
に
つ
き

3
0
0

円
(多
機
能
端
末

機
に
よ
り
交
付

を
受
け
る
場
合

に
あ
っ
て
は
，

1
5
0
円

) 

5
6
の

2
か
ら

6
8
ま
で
 
略

 

6 9
 

柏
市
印
鑑
条
例
第

1
0
条

第
2
項
か
ら
第

4
項
ま
で

の
規
定
に
よ
る
印
鑑
登

録
証
明
書
の
交
付

 

印
鑑
登
録
証

明
書
交
付
手

数
料

 

1
通
に
つ
き

3
0
0

円
(柏
市
印
鑑
条

例
第

1
0
条
第

4

項
の
規
定
に
よ

り
交
付
を
受
け

る
場
合
に
あ
っ

て
は
，

1
5
0
円

) 

7
0
か
ら

7
8
ま
で
 
略
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議案第 ３号

柏市防災会議条例の一部を改正する条例の制定について

柏市防災会議条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。

  令和 ６年１１月２９日提出

柏市長   太 田 和 美

提案理由

 柏市防災会議の委員の定数を委員の総数で定めることとしたいの

で提案する。  
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柏市条例第 号

柏市防災会議条例の一部を改正する条例

 柏市防災会議条例（昭和３７年柏市条例第３２号）の一部を次の

ように改正する。  

第３条第５項を次のように改める。

５  委員は次に掲げる者をもって充て，その定数は４５人以内とす

る。  

(1) 指定地方行政機関の職員のうちから市長が委嘱する者

(2) 千葉県知事の部内の職員のうちから市長が委嘱する者

(3) 千葉県警察の警察官のうちから市長が委嘱する者

(4) 市長がその部内の職員のうちから指名する者

(5) 教育長

(6) 消防局長及び消防団長

(7) 指定公共機関又は指定地方公共機関の役員又は職員のうちか

ら市長が委嘱する者

(8) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから

市長が委嘱する者

(9) その他市長が必要と認めて委嘱する者

附  則  

この条例は，公布の日から施行する。
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議案第３号資料

柏市防災会議条例の一部を改正する条例について

柏市防災会議条例（昭和３７年柏市条例第３２号）新旧対照表 

改正前 改正後 

(会長及び委員) (会長及び委員) 

第3条 略 第3条 略 

2から4まで 略 2から4まで 略 

5 委員は，次に掲げる者をもって充て，その定

数は，それぞれ当該各号に定めるところによ

る。 

5 委員は次に掲げる者をもって充て，その定数

は45人以内とする。 

(1) 指定地方行政機関の職員のうちから市長

が委嘱する者 4人 

(1) 指定地方行政機関の職員のうちから市長

が委嘱する者 

(2) 千葉県知事の部内の職員のうちから市長

が委嘱する者 4人 

(2) 千葉県知事の部内の職員のうちから市長

が委嘱する者 

(3) 千葉県警察の警察官のうちから市長が委

嘱する者 1人 

(3) 千葉県警察の警察官のうちから市長が委

嘱する者 

(4) 市長がその部内の職員のうちから指名す

る者 15人以内 

(4) 市長がその部内の職員のうちから指名す

る者 

(5) 教育長 1人 (5) 教育長

(6) 消防局長及び消防団長 2人 (6) 消防局長及び消防団長

(7) 指定公共機関又は指定地方公共機関の役

員又は職員のうちから市長が委嘱する者 1

0人以内 

(7) 指定公共機関又は指定地方公共機関の役

員又は職員のうちから市長が委嘱する者 

(8) 自主防災組織を構成する者又は学識経験

のある者のうちから市長が委嘱する者 1人 

(8) 自主防災組織を構成する者又は学識経験

のある者のうちから市長が委嘱する者 

(9) その他市長が必要と認め委嘱する者 7

人以内 

(9) その他市長が必要と認めて委嘱する者

6及び7 略 6及び7 略 
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議案第 ４号

柏市病院事業条例の一部を改正する条例の制定について

柏市病院事業条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。

  令和 ６年１１月２９日提出

柏市長   太 田 和 美

提案理由

 柏市立柏病院の利用料金のうち予防接種料の額の上限を改めたい

ので提案する。  

17



柏市条例第   号

柏市病院事業条例の一部を改正する条例

 柏市病院事業条例（平成５年柏市条例第１５号）の一部を次のよ

うに改正する。  

別表第１中

「  「

予防接種料 

１回につき 

１０，０００

円 

を

予防接種料 診療報酬算定

方法に定める

点数（以下こ

の表において

「所定点数」

という。）に

１０円を乗じ

て得た額に薬

剤に係る実費

相当額を加え

た額 

 」               」  

に改め，同表自動車損害賠償責任保険に係る者の診療費の項金額の

欄中「診療報酬算定方法に定める点数（以下この表において「所定

点数」という。）」を「所定点数」に改める。  

附  則  

（施行期日）

１  この条例は，令和７年１月２４日から施行する。

（経過措置）  

２  改正後の別表第１の規定は，この条例の施行の日以後の病院の

利用に係る料金の額について適用し，同日前の病院の利用に係る

料金の額については，なお従前の例による。  
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議案第４号資料

柏市病院事業条例の一部を改正する条例について

柏市病院事業条例（平成５年柏市条例第１５号）新旧対照表 

改正前 改正後 

別表第1(第8条第3項) 別表第1(第8条第3項) 

区分 金額 

予防接種料 1回につ

き 

10,000円 

自動車損害賠償責任保

険に係る者の診療費 

診療報酬算定方法に定める点数

(以下この表において「所定点

数」という。)に20円を乗じて得

た額 

一般健康診断料からその他の費用まで 略 

区分 金額 

予防接種料 診療報酬算定方法に定める点数

(以下この表において「所定点

数」という。)に10円を乗じて得

た額に薬剤に係る実費相当額を

加えた額 

自動車損害賠償責任保

険に係る者の診療費 

所定点数に20円を乗じて得た額 

一般健康診断料からその他の費用まで 略 
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議案第 ５号

柏市道路占用料条例の一部を改正する条例の制定につい

て  

柏市道路占用料条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。

  令和 ６年１１月２９日提出

柏市長   太 田 和 美

提案理由

 市道に係る占用料の額を改めるとともに，自動運行補助施設等に

係る当該占用料の額を定めたいので提案する。  

21



柏市条例第   号

柏市道路占用料条例の一部を改正する条例

 柏市道路占用料条例（昭和３６年柏市条例第３２号）の一部を次

のように改正する。  

別表法第３２条第１項第１号に掲げる工作物の項中

「  「

１，４３１ 

 を

１，４８３ 

に，

２，１９８ ２，２７８ 

２，９６５ ３，０７３ 

１，２５２ １，２９８ 

２，０１９ ２，０９３ 

２，７８６ ２，８８８ 

１２７ １３２ 

１２ １３ 

 」  」

「  「

１，２５２ 

 を

１，２９８ 

に改め，同表法第３２条第

７６６ ７９４ 

２，５５６ ２，６４９ 

１，０７３ １，１１２ 

６，６１９ ６，９６４ 

２，５５６ ２，６４９ 

 」  」

１項第２号に掲げる物件の項中

「           「  

５３ ５５ 

７６ ７９ 

１１５ １１９ 

１５３ １５８ 
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２３０  を ２３８ に改め，同項の次に次のよ

３０６ ３１７ 

５３６ ５５６ 

７６６ ７９４ 

１，５３３ １，５８９ 

 」  」

うに加える。

法第３２条

第１項第３

号に掲げる

施設 

自 動

運 行

補 助

施設 

法第２条第２項

第５号に規定す

る自動運行装置

による検知の対

象として設置す

る導線その他の

線類 

地下に

設ける

もの 

長さ１メー

トルにつき

１年 

７ 

その他

のもの 

２６ 

道路の構造又は交通の

状況を表示する標示柱

その他の柱類 

１本につき

１年 

２，０９３ 

その他のもの 上空に

設ける

もの 

占用面積１

平方メート

ルにつき１

年 

１，３２４ 

地下に

設ける

もの 

７９４ 

その他のもの ２，６４９ 

 別表法第３２条第１項第３号及び第４号に掲げる施設及び法第３

２条第１項第５号に掲げる施設の項中「法第３２条第１項第３号及

び第４号」を「法第３２条第１項第４号」に，  

「           「  

２，５５６ ２，６４９ 

Ａに０．０

０５を乗じ

て得た額 

Ａに０．０

０４を乗じ

て得た額 
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Ａに０．０

０８を乗じ

て得た額  を

Ａに０．０

０６を乗じ

て得た額 に改め，同表法第３２条第

Ａに０．０

１を乗じて

得た額 

Ａに０．０

０７を乗じ

て得た額 

３，３０９ ３，４８２ 

１，９８５ ２，０８９ 

２，５５６ ２，６４９ 

 」  」

１項第６号に掲げる施設の項中

「           「  

１７ 
 を

１８ 
に改め，同表道路法施行令

５５１ ５８０ 

 」          」  

（昭和２７年政令第４７９号。以下「令」という。）第７条第１号

に掲げる物件の項中  

「           「  

５５１ 

 を

５８０ 

に改め，同表令第７条第２

６，６１９ ６，９６４ 

１，６３６ ２，０９３ 

１７ １８ 

５５１ ５８０ 

１７ １８ 

５５１ ５８０ 

５，５１４ ５，８０１ 

２，７５７ ２，９００ 

 」          」  

号に掲げる工作物及び令第７条第３号に掲げる施設の項中

「           「  

２，５５６ ２，６４９ 

Ａに０．０  を Ａに０．０ に改め，同表令第７条第４
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３３を乗じ

て得た額 

３１を乗じ

て得た額 

 」          」

号に掲げる工事用施設及び同条第５号に掲げる工事用材料及び令第

７条第６号に掲げる仮設建築物及び同条第７号に掲げる施設の項中

「           「  

５５１ 
 を

５８０ 
に改め，同表令第７条第８

２１２ ２２０ 

 」          」

号に掲げる施設，令第７条第９号に掲げる施設，令第７条第１０号

に掲げる施設及び自動車駐車場，令第７条第１１号に掲げる応急仮

設建築物，令第７条第１２号に掲げる器具及び令第７条第１３号に

掲げる施設の項を次のように改める。  

令第７条第

８号に掲げ

る施設 

トンネルの上又は高架の道路

の路面下（当該路面下の地下

を除く。）に設けるもの 

占用面積１

平方メート

ルにつき１

年 

Ａに０．０

０９を乗じ

て得た額 

上空に設けるもの Ａに０．０

１７を乗じ

て得た額 

地下（トンネ

ルの上の地下

を除く。）に

設けるもの 

階数が１のも

の 

Ａに０．０

０４を乗じ

て得た額 

階数が２のも

の 

Ａに０．０

０６を乗じ

て得た額 

階数が３以上

のもの 

Ａに０．０

０７を乗じ

て得た額 

その他のもの Ａに０．０

２５を乗じ

て得た額 

令第７条第 建築物 Ａに０．０ 

25



９号に掲げ

る施設 

１２を乗じ

て得た額 

その他のもの Ａに０．０

０９を乗じ

て得た額 

令第７条第

１０号に掲

げる施設及

び自動車駐

車場 

建築物 Ａに０．０

２２を乗じ

て得た額 

その他のもの Ａに０．０

０９を乗じ

て得た額 

令第７条第

１１号に掲

げる応急仮

設建築物 

トンネルの上又は高架の道路

の路面下に設けるもの 

Ａに０．０

１２を乗じ

て得た額 

上空に設けるもの Ａに０．０

２２を乗じ

て得た額 

その他のもの Ａに０．０

３１を乗じ

て得た額 

令第７条第１２号に掲げる器具 Ａに０．０

２５を乗じ

て得た額 

令第７条第

１３号に掲

げる施設 

トンネルの上又は自動車専用

道路（高架のものに限る。）

の路面下に設けるもの 

Ａに０．０

１２を乗じ

て得た額 

上空に設けるもの Ａに０．０

２２を乗じ

て得た額 

その他のもの Ａに０．０

３１を乗じ

て得た額 
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令第７条第１４号に掲げる施設 Ａに０．０

３１を乗じ

て得た額 

附  則  

（施行期日）

１  この条例は，令和７年４月１日から施行する。

（経過措置）  

２  改正後の別表の規定は，この条例の施行の日以後の占用に係る

占用料について適用し，同日前の占用に係る占用料については，

なお従前の例による。  
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議案第５号資料

柏市道路占用料条例の一部を改正する条例について

柏市道路占用料条例（昭和３６年柏市条例第３２号）新旧対照表 

改正前 改正後 

別表(第2条) 別表(第2条) 

占用物件 単位 金額(円) 

法第32

条 第 1

項 第 1

号に掲

げる工

作物 

第1種電柱 1本につき

1年 

1,431 

第2種電柱 2,198 

第3種電柱 2,965 

第1種電話柱 1,252 

第2種電話柱 2,019 

第3種電話柱 2,786 

その他の柱類 127 

共架電線その他上空に

設ける線類 

長さ1メー

トルにつ

き1年

12 

地下に設ける電線その

他の線類 

略 

路上に設ける変圧器 1個につき

1年 

1,252 

地下に設ける変圧器 占用面積1

平方メー

トルにつ

き1年

766 

変圧塔その他これに類

するもの及び公衆電話

所 

1個につき

1年 

2,556 

郵便差出箱及び信書便

差出箱 

1,073 

広告塔 表示面積1

平方メー

トルにつ

き1年

6,619 

その他のもの 占用面積1

平方メー

トルにつ

き1年

2,556 

法第32

条 第 1

項 第 2

号に掲

げる物

件 

外径0.07メートル未満

のもの 

長さ1メー

トルにつ

き1年

53 

外径0.07メートル以上

0.1メートル未満のもの 

76 

外径0.1メートル以上0.

15メートル未満のもの 

115 

外径0.15メートル以上

0.2メートル未満のもの 

153 

外径0.2メートル以上0.

3メートル未満のもの 

230 

外径0.3メートル以上0.

4メートル未満のもの 

306 

外径0.4メートル以上0.

7メートル未満のもの 

536 

外径0.7メートル以上1

メートル未満のもの

766 

外径1メートル以上のも

の 

1,533 

占用物件 単位 金額(円) 

法第32

条第 1

項第 1

号に掲

げる工

作物 

第1種電柱 1本につき

1年 

1,483 

第2種電柱 2,278 

第3種電柱 3,073 

第1種電話柱 1,298 

第2種電話柱 2,093 

第3種電話柱 2,888 

その他の柱類 132 

共架電線その他上空に

設ける線類 

長さ1メー

トルにつ

き1年

13 

地下に設ける電線その

他の線類 

略 

路上に設ける変圧器 1個につき

1年 

1,298 

地下に設ける変圧器 占用面積1

平方メー

トルにつ

き1年

794 

変圧塔その他これに類

するもの及び公衆電話

所 

1個につき

1年 

2,649 

郵便差出箱及び信書便

差出箱 

1,112 

広告塔 表示面積1

平方メー

トルにつ

き1年

6,964 

その他のもの 占用面積1

平方メー

トルにつ

き1年

2,649 

法第32

条第 1

項第 2

号に掲

げる物

件 

外径0.07メートル未満

のもの 

長さ1メー

トルにつ

き1年

55 

外径0.07メートル以上

0.1メートル未満のもの 

79 

外径0.1メートル以上0.

15メートル未満のもの 

119 

外径0.15メートル以上

0.2メートル未満のもの 

158 

外径0.2メートル以上0.

3メートル未満のもの 

238 

外径0.3メートル以上0.

4メートル未満のもの 

317 

外径0.4メートル以上0.

7メートル未満のもの 

556 

外径0.7メートル以上1

メートル未満のもの

794 

外径1メートル以上のも

の 

1,589 

法第32

条第 1

項第 3 

自

動

運 

法第2条第

2項第 5号

に規定する 

地下に

設ける

もの 

長さ1メー

トルにつ

き1年 

7 
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法第32条第1項第3号及び第4号に

掲げる施設 

占用面積1

平方メー

トルにつ

き1年

2,556 

法第32

条 第 1

項 第 5

号に掲

げる施

設 

地下街

及び地

下室 

階数が1のも

の 

Aに0.00

5を乗じ

て 得 た

額 

階数が2のも

の 

Aに0.00

8を乗じ

て 得 た

額 

階数が3以上

のもの 

Aに0.01

を 乗 じ

て 得 た

額 

上空に設ける通路 3,309 

地下に設ける通路 1,985 

その他のもの 2,556 

法第32

条 第 1

項 第 6

号に掲

げる施

設 

祭礼，縁日等に際し，一

時的に設けるもの 

占用面積1

平方メー

トルにつ

き1日

17 

その他のもの 占用面積1

平方メー

トルにつ

き1月

551 

道路法

施行令

(昭和2

7 年 政

令第47

9号。以

下「令」

と い

う。)第

7条第1

号に掲

げる物

件 

看 板

( ア ー

チであ

るもの

を 除

く。)

一時的に設け

るもの 

表示面積1

平方メー

トルにつ

き1月

551 

その他のもの 表示面積1

平方メー

トルにつ

き1年

6,619 

標識 1本につき

1年 

1,636 

旗ざお 祭礼，縁日等

に際し，一時

的に設けるも

の 

1本につき

1日 

17 

その他のもの 1本につき

1月 

551 

幕 ( 令

第 7条

第 4号

に掲げ

る工事 

祭礼，縁日等

に際し，一時

的に設けるも

の 

その面積1

平方メー

トルにつ

き1日

17 

その他のもの その面積1 551 

号に掲

げる施

設 

行

補

助

施

設 

自動運行装

置による検

知の対象と

して設置す

る導線その

他の線類 

その他

のもの 

26 

道路の構造又は交通

の状況を表示する標

示柱その他の柱類 

1本につき

1年 

2,093 

その他のも

の 

上空に

設ける

もの 

占用面積1

平方メー

トルにつ

き1年 

1,324 

地下に

設ける

もの 

794 

その他のもの 2,649 

法第32条第1項第4号に掲げる施

設 

占用面積1

平方メー

トルにつ

き1年

2,649 

法第32

条第 1

項第 5

号に掲

げる施

設 

地下街

及び地

下室 

階数が1のも

の 

Aに0.00

4を乗じ

て 得 た

額 

階数が2のも

の 

Aに0.00

6を乗じ

て 得 た

額 

階数が3以上

のもの 

Aに0.00

7を乗じ

て 得 た

額 

上空に設ける通路 3,482 

地下に設ける通路 2,089 

その他のもの 2,649 

法第32

条第 1

項第 6

号に掲

げる施

設 

祭礼，縁日等に際し，一

時的に設けるもの 

占用面積1

平方メー

トルにつ

き1日

18 

その他のもの 占用面積1

平方メー

トルにつ

き1月

580 

道路法

施行令

(昭和2

7 年政

令第47

9号。以

下「令」

と い

う。)第

7条第1

号に掲

げる物

件 

看 板

( ア ー

チであ

るもの

を 除

く。)

一時的に設け

るもの 

表示面積1

平方メー

トルにつ

き1月

580 

その他のもの 表示面積1

平方メー

トルにつ

き1年

6,964 

標識 1本につき

1年 

2,093 

旗ざお 祭礼，縁日等

に際し，一時

的に設けるも

の 

1本につき

1日 

18 

その他のもの 1本につき

1月 

580 

幕 ( 令

第 7 条

第 4 号

に掲げ

る工事 

祭礼，縁日等

に際し，一時

的に設けるも

の 

その面積1

平方メー

トルにつ

き1日

18 

その他のもの その面積1 580 
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用施設

である

ものを

除く。) 

平方メー

トルにつ

き1月

アーチ 車道を横断す

るもの 

1基につき

1月 

5,514 

その他のもの 2,757 

令第7条第2号に掲げる工作物 占用面積1

平方メー

トルにつ

き1年

2,556 

令第7条第3号に掲げる施設 Aに0.03

3を乗じ

て 得 た

額 

令第7条第4号に掲げる工事用施

設及び同条第5号に掲げる工事用

材料 

占用面積1

平方メー

トルにつ

き1月

551 

令第7条第6号に掲げる仮設建築

物及び同条第7号に掲げる施設 

212 

令 第 7

条 第 8

号に掲

げる施

設 

トンネルの上又は高架

の道路の路面下(当該路

面下の地下を除く。)に

設けるもの 

占用面積1

平方メー

トルにつ

き1年 

Aに0.01

4を乗じ

て 得 た

額 

上空に設けるもの Aに0.02

3を乗じ

て 得 た

額 

地 下

( ト ン

ネルの

上の地

下を除

く 。 )

に設け

るもの 

階数が1のも

の 

Aに0.00

5を乗じ

て 得 た

額 

階数が2のも

の 

Aに0.00

8を乗じ

て 得 た

額 

階数が3以上

のもの 

Aに0.01

を 乗 じ

て 得 た

額 

その他のもの Aに0.03

3を乗じ

て 得 た

額 

令 第 7

条 第 9

号に掲

げる施

設 

建築物 Aに0.01

4を乗じ

て 得 た

額 

その他のもの Aに0.01

を 乗 じ

て 得 た

額 

令 第 7

条第10

号に掲

げる施

設及び

自動車

駐車場 

建築物 Aに0.02

3を乗じ

て 得 た

額 

その他のもの Aに0.01

を 乗 じ

て 得 た

額 

令 第 7

条第11

号に掲

げる応

急仮設 

トンネルの上又は高架

の道路の路面下に設け

るもの 

Aに0.01 

4を乗じ

て 得 た

額 

上空に設けるもの Aに0.02 

用施設

である

ものを

除く。) 

平方メー

トルにつ

き1月

アーチ 車道を横断す

るもの 

1基につき

1月 

5,801 

その他のもの 2,900 

令第7条第2号に掲げる工作物 占用面積1

平方メー

トルにつ

き1年

2,649 

令第7条第3号に掲げる施設 Aに0.03

1を乗じ

て 得 た

額 

令第7条第4号に掲げる工事用施

設及び同条第5号に掲げる工事用

材料 

占用面積1

平方メー

トルにつ

き1月

580 

令第7条第6号に掲げる仮設建築

物及び同条第7号に掲げる施設 

220 

令第 7

条第 8

号に掲

げる施

設 

トンネルの上又は高架

の道路の路面下(当該路

面下の地下を除く。)に

設けるもの 

占用面積1

平方メー

トルにつ

き1年 

Aに0.00

9を乗じ

て 得 た

額 

上空に設けるもの Aに0.01

7を乗じ

て 得 た

額 

地 下

( ト ン

ネルの

上の地

下を除

く 。 )

に設け

るもの 

階数が1のも

の 

Aに0.00

4を乗じ

て 得 た

額 

階数が2のも

の 

Aに0.00

6を乗じ

て 得 た

額 

階数が3以上

のもの 

Aに0.00

7を乗じ

て 得 た

額 

その他のもの Aに0.02

5を乗じ

て 得 た

額 

令第 7

条第 9

号に掲

げる施

設 

建築物 Aに0.01

2を乗じ

て 得 た

額 

その他のもの Aに0.00

9を乗じ

て 得 た

額 

令第 7

条第10

号に掲

げる施

設及び

自動車

駐車場 

建築物 Aに0.02

2を乗じ

て 得 た

額 

その他のもの Aに0.00

9を乗じ

て 得 た

額 

令第 7

条第11

号に掲

げる応

急仮設 

トンネルの上又は高架

の道路の路面下に設け

るもの 

Aに0.01 

2を乗じ

て 得 た

額 

上空に設けるもの Aに0.02 
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建築物   3を乗じ

て 得 た

額 

その他のもの Aに0.03

3を乗じ

て 得 た

額 

令第7条第12号に掲げる器具 Aに0.03

3を乗じ

て 得 た

額 

令 第 7

条第13

号に掲

げる施

設 

トンネルの上又は自動

車専用道路(高架のもの

に限る。)の路面下に設

けるもの 

Aに0.01

4を乗じ

て 得 た

額 

上空に設けるもの Aに0.02

3を乗じ

て 得 た

額 

その他のもの Aに0.03

3を乗じ

て 得 た

額 
 

建築物   2を乗じ

て 得 た

額 

その他のもの Aに0.03

1を乗じ

て 得 た

額 

令第7条第12号に掲げる器具 Aに0.02

5を乗じ

て 得 た

額 

令第 7

条第13

号に掲

げる施

設 

トンネルの上又は自動

車専用道路(高架のもの

に限る。)の路面下に設

けるもの 

Aに0.01

2を乗じ

て 得 た

額 

上空に設けるもの Aに0.02

2を乗じ

て 得 た

額 

その他のもの Aに0.03

1を乗じ

て 得 た

額 

令第7条第14号に掲げる施設 Aに0.03

1を乗じ

て 得 た

額 
 

備考 略 備考 略 
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議案第 ６号

柏市開発事業等計画公開等条例の一部を改正する条例の

制定について  

 柏市開発事業等計画公開等条例の一部を改正する条例を次のとお

り制定する。  

  令和 ６年１１月２９日提出

柏市長   太 田 和 美

提案理由

 建築基準法の改正に伴い，中高層建築物等の建築又は特定用途建

築物用途変更等の計画に係る届出の期限の起算日を改めたいので提

案する。  
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柏市条例第   号

柏市開発事業等計画公開等条例の一部を改正する条例

 柏市開発事業等計画公開等条例（平成２１年柏市条例第１２号）

の一部を次のように改正する。  

 第１０条第３項第２号中「第１８条第２項（」を「第１８条第２

項若しくは第４項（これらの規定を」に改める。  

 附  則  

（施行期日）

１  この条例は，令和７年１月３１日から施行する。

（経過措置）  

２ 事業者（改正後の第２条第２項第７号に規定する事業者をいう。

以下同じ。）が開発事業等（同項第６号に規定する開発事業等を

いう。以下同じ。）をしようとする場合であって，当該開発事業

等に係る建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第１８条第４

項（同法第８７条第１項の規定により準用する場合を含む。）の

規定による計画の通知（次項において「計画通知」という。）を

行う日が令和７年２月２８日以前であるときにおける改正後の第

１０条第３項の規定の適用については，同項中「次の各号に規定

する日のうちいずれか早い日から起算して３０日前の日までに」

とあるのは，「建築基準法第１８条第４項（同法第８７条第１項

において準用する場合を含む。）の規定による計画の通知を行う

日までに速やかに」とする。

３  事業者が特定開発事業等（改正後の第６条第２項に規定する特

定開発事業等をいう。）をしようとする場合であって，当該特定

開発事業等に係る計画通知を行う日が令和７年４月２８日以前で

ある と きに お け る 同 条 第１ 項 の 規定 の 適用 に つ いて は ， 同 項中

「しようとする日から起算して６０日前の日までに」とあるのは，

「する日までに速やかに」とする。  
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議案第６号資料

柏市開発事業等計画公開等条例の一部を改正する条例につ

いて  

柏市開発事業等計画公開等条例（平成２１年柏市条例第１２号）新旧対照表 

改正前 改正後 

(計画の届出等) (計画の届出等) 

第10条 略 第10条 略 

2 略 2 略 

3 第1項の規定による届出は，開発事業に係るも
のにあっては都市計画法第29条第1項の規定
による許可の申請を行う日から起算して30日
前の日までに，中高層建築物等の建築又は特定
用途建築物用途変更等に係るものにあっては
次の各号に規定する日のうちいずれか早い日
から起算して30日前の日までに，行わなければ
ならない。 

3 第1項の規定による届出は，開発事業に係るも
のにあっては都市計画法第29条第1項の規定
による許可の申請を行う日から起算して30日
前の日までに，中高層建築物等の建築又は特定
用途建築物用途変更等に係るものにあっては
次の各号に規定する日のうちいずれか早い日
から起算して30日前の日までに，行わなければ
ならない。 

(1) 略 (1) 略

(2) 建築基準法第6条第1項(同法第87条第1項
において準用する場合を含む。)若しくは同
法第6条の2第1項(同法第87条第1項におい
て準用する場合を含む。)の規定による確認
の申請を行う日又は同法第18条第2項(同法
第87条第1項において準用する場合を含む。)

の規定による計画の通知を行う日

(2) 建築基準法第6条第1項(同法第87条第1項
において準用する場合を含む。)若しくは同
法第6条の2第1項(同法第87条第1項におい
て準用する場合を含む。)の規定による確認
の申請を行う日又は同法第18条第2項若し
くは第4項(これらの規定を同法第87条第1項
において準用する場合を含む。)の規定によ
る計画の通知を行う日

(3)から(6)まで 略 (3)から(6)まで 略

4 略 4 略 

35



36



議案第 ７号

財産の取得について

 柏市立名戸ケ谷小学校他３校の給食用備品の整備のため，次のと

おり財産を取得する。  

  令和 ６年１１月２９日提出

柏市長   太 田 和 美

提案理由  

食器洗浄機を取得したいので提案する。
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１ 取得する財産

(1) 食器洗浄機 ４台

(2) 移動式受け台 ４台

２ 契約の方法  

  制限付一般競争入札  

３ 取得価格  

  ３９，６００，０００円  

４ 契約の相手方  

  千葉市若葉区西都賀二丁目７番５号

  株式会社関東三貴  

代表取締役   石  井  勝  之
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議案第７号資料

財産（食器洗浄機）取得関係

契約の経過

件名 食器洗浄機

１ 公告 令和 ６年１０月  ９日  

２ 申請期間 令和 ６年１０月１０日から

令和 ６年１０月１７日まで

３ 資格確認通知 令和 ６年１０月１８日  

４ 仕様書等閲覧期間 令和 ６年１０月  ９日から

令和 ６年１０月２４日まで

５ 開札 令和 ６年１０月２５日  

６ 入札の状況

（単位 千円）

入札 

 入札業者名 
第１回 結果

㈱関東三貴 ３６，０００ 落札 

㈱アイホー ３６，５００

日本給食設備㈱ ３７，２３０

日本調理機㈱ ３７，４００

新日本厨機㈱ ３９，５５０

 契約金額は，入札金額に当該金額の１００分の１０に相当する

額を加算した金額とする。  

７ 仮契約       令和  ６年１０月３１日
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財産取得入札参加業者調書

業者名 

調査事項 
㈱関東三貴 ㈱アイホー

代表者氏名 石 井 勝 之 寺 部 良 洋

本店の所在地

千葉市若葉区西都賀二丁

目７番５号 

愛知県豊川市白鳥町防入

６０番地 

売上高 ５３７，４７９千円 ２１，６７５，９２９千円 

販売の経験年数 ５１年 ７１年

資本金 １０，０００千円 ８３５，５１２千円 

主な実績

食器洗浄機（酒井根東小

他１校）[柏市] 

中学校給食用備品（食器

洗浄機等）[松戸市] 
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日本給食設備㈱ 日本調理機㈱ 新日本厨機㈱ 

鈴 木 雅 治 齋 藤 有 史 吉 村 二三夫

東京都調布市国領町四丁

目９番地４九曜国領駅前

ビル３階 

東京都大田区東六郷三丁

目１５番８号 

東京都大田区蒲田本町一

丁目４番１号

１，０８６，０００千円 １５，４６７，７５９千円 ３，７６９，７５６千円 

６０年 ７５年 ５２年

３０，０００千円 ７９９，５４９千円 ７０，０００千円 

食器食缶洗浄機[埼玉県

さいたま市] 

小学校給食用備品（食器

洗浄機等）[松戸市] 

食器・食缶洗浄機（蒸気

式）[鴨川市] 
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議案第 ８号

柏市第六次総合計画の基本構想を定めることについて

柏市第六次総合計画の基本構想を別冊のとおり定める。

令和 ６年１１月２９日提出

柏市長   太 田 和 美

提案理由

 本市が目指す将来の姿及びその実現のための施策の基本的な目標

を示すため，柏市第六次総合計画の基本構想を定めたいので提案す

る。  
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議案第 ９号

千葉県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数

の減少及び千葉県市町村総合事務組合規約の一部を改正

する規約の制定に関する協議について  

 令和７年３月３１日をもって布施学校組合を千葉県市町村総合事

務組合を組織する地方公共団体から除くこと及び千葉県市町村総合

事務組合規約の一部を改正する規約を次のとおり制定することにつ

いて，地方自治法第２８６条第１項の規定により，関係地方公共団

体と協議する。  

  令和 ６年１１月２９日提出

柏市長   太 田 和 美

提案理由

 布施学校組合を千葉県市町村総合事務組合を組織する地方公共団

体から除きたいので提案する。  
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千葉県市町村総合事務組合規約の一部を改正する規約

 千葉県市町村総合事務組合規約（昭和３０年千葉県告示第４９６

号）の一部を次のように改正する。  

 別表第１中「印旛利根川水防事務組合  布施学校組合  匝瑳市ほ

か二町環境衛生組合」を「印旛利根川水防事務組合  匝瑳市ほか二

町環境衛生組合」に改める。  

別表第２第３条第１項第１号に掲げる事務の項中「印旛利根川水

防事務組合 布施学校組合 匝瑳市ほか二町環境衛生組合」を「印

旛利根川水防事務組合 匝瑳市ほか二町環境衛生組合」に，第３条

第１項第３号に掲げる事務の項中「印旛利根川水防事務組合 布施

学校組合 匝瑳市ほか二町環境衛生組合」を「印旛利根川水防事務

組合 匝瑳市ほか二町環境衛生組合」に，第３条第１項第４号に掲

げる事務の項中「鋸南町 布施学校組合」を「鋸南町」に，第３条

第１項第１１号に掲げる事務の項中「印旛利根川水防事務組合 布

施学校組合 匝瑳市ほか二町環境衛生組合」を「印旛利根川水防事

務組合 匝瑳市ほか二町環境衛生組合」に改める。

附  則  

この規約は，令和７年４月１日から施行する。
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議案第９号資料

千葉県市町村総合事務組合規約の一部を改正する規約につ

いて

千葉県市町村総合事務組合規約（昭和３０年千葉県告示第４９６号）新旧対照表 

改正前 改正後 

別表第1(第2条関係) 別表第1(第2条関係) 

(千葉市から一宮聖苑組合まで 略) 印旛利根川水防事務

組合 布施学校組合 匝瑳市ほか二町環境衛生組合 (君津

郡市広域市町村圏事務組合から千葉県後期高齢者医療広域連

合まで 略) 

(千葉市から一宮聖苑組合まで 略) 印旛利根川水防事務

組合 匝瑳市ほか二町環境衛生組合 (君津郡市広域市町村

圏事務組合から千葉県後期高齢者医療広域連合まで 略) 

別表第2(第3条第1項関係) 別表第2(第3条第1項関係) 

共同処理する

事務 

共同処理する団体 

第3条第1項第

1号に掲げる

事務 

(銚子市から一宮聖苑組合まで 略) 印

旛利根川水防事務組合 布施学校組合 

匝瑳市ほか二町環境衛生組合 (君津郡市

広域市町村圏事務組合から南房総広域水

道企業団まで 略) 

第3条第1項第2号に掲げる事務 略 

第3条第1項第

3号に掲げる

事務 

(銚子市から一宮聖苑組合まで 略) 印

旛利根川水防事務組合 布施学校組合 

匝瑳市ほか二町環境衛生組合 (君津郡市

広域市町村圏事務組合から千葉県後期高

齢者医療広域連合まで 略) 

第3条第1項第

4号に掲げる

事務 

(銚子市から御宿町まで 略) 鋸南町 

布施学校組合 

第3条第1項第5号に掲げる事務から第3条第1項第10号に掲

げる事務まで 略 

第3条第1項第

11号に掲げる

事務 

(銚子市から一宮聖苑組合まで 略) 印

旛利根川水防事務組合 布施学校組合 

匝瑳市ほか二町環境衛生組合 (君津郡市

広域市町村圏事務組合から千葉県後期高

齢者医療広域連合まで 略) 

第3条第1項第12号に掲げる事務から第3条第1項第16号に

掲げる事務まで 略 

共同処理する

事務 

共同処理する団体 

第3条第1項第

1号に掲げる

事務 

(銚子市から一宮聖苑組合まで 略) 印

旛利根川水防事務組合 匝瑳市ほか二町

環境衛生組合 (君津郡市広域市町村圏事

務組合から南房総広域水道企業団まで 

略) 

第3条第1項第2号に掲げる事務 略 

第3条第1項第

3号に掲げる

事務 

(銚子市から一宮聖苑組合まで 略) 印

旛利根川水防事務組合 匝瑳市ほか二町

環境衛生組合 (君津郡市広域市町村圏事

務組合から千葉県後期高齢者医療広域連

合まで 略) 

第3条第1項第

4号に掲げる

事務 

(銚子市から御宿町まで 略) 鋸南町 

第3条第1項第5号に掲げる事務から第3条第1項第10号に掲

げる事務まで 略 

第3条第1項第

11号に掲げる

事務 

(銚子市から一宮聖苑組合まで 略) 印

旛利根川水防事務組合 匝瑳市ほか二町

環境衛生組合 (君津郡市広域市町村圏事

務組合から千葉県後期高齢者医療広域連

合まで 略) 

第3条第1項第12号に掲げる事務から第3条第1項第16号に

掲げる事務まで 略 
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